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日ごろより、教育改革へのご尽力に心から敬意を表します。 

さて、今日の学校教育に対しては様々な課題が指摘されており、この克服のために多くの試みや研究

がなされています。 

その中の一つとして、現在、小中一貫教育への取り組みが注目を集めています。また、中央教育審議

会答申（平成17年 10月 26日）でも「教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施を可能とす

る特例」について検討する必要性が明記されました。 

そこで、全国で小中一貫教育、小中一貫校の研究・開発に取り組む自治体、学校、個人、企業が情報

を交換し、さらに研究・実践を深化させるために、平成18年 4月に既に小中一貫教育に取り組む京都

市、奈良市、呉市、品川区の4つの自治体を発起人として「小中一貫教育全国連絡協議会」を設立いた

しました。（正会員：49教育委員会／賛助会員：31団体・5個人※平成29年 1月 26日現在） 

小中一貫教育全国連絡協議会では、毎年「小中一貫教育全国サミット」を開催しており、この小中一

貫教育全国サミット等を通じ、情報共有・意見交換を活性化するとともに、小中一貫教育をはじめとし

た地方からの教育改革に対する国の認知、法的整備を求めていきたいと考えております。 

小中一貫教育全国連絡協議会の詳細は、下記のとおりです。是非、多くの皆様のご参加をお待ちして

おります。なお、参加は随時受け付けておりますので、下記内容および規約をご検討のうえ、お申し込

み下さいますようお願い申し上げます。 

記 

1． 協議会の目的および規約 

小中一貫教育全国連絡協議会ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000032900/hpg000032826.htm 

2． 会費および会員の権利 

⑴ 正会員 

自治体単位での参加のみとさせていただきます。 

① 権 利 

○ 小中一貫教育全国連絡協議会総会への参加と議決に加わる権利を有します。 

○ 小中一貫教育全国サミットの参加費が、会費一口あたり10名様まで免除されます。 

○ 小中一貫教育全国連絡協議会発行のニュースや資料等を無料で配布いたします。 

② 会 費 

○ 一口30,000円で年一口以上納入していただきます。（会計は各年度3月末日までとさせてい

ただきます。） 



⑵ 賛助会員 

学校、個人、民間団体（企業）での参加のみとさせていただきます。 

① 権 利 

○ 小中一貫教育全国連絡協議会総会へ参加できますが、議決に加わることはできません。 

○ 小中一貫教育全国サミットの参加費が、会費一口あたり1名様分免除となります。 

○ 小中一貫教育全国連絡協議会発行のニュースや資料等を無料で配布いたします。 

② 会 費 

○ 一口5,000円で年一口以上納入していただきます。（会計は各年度3月末日までとさせていた

だきます。） 

3． 小中一貫教育全国連絡協議会 総会 

各年度とも、小中一貫教育全国サミットの前日に、小中一貫教育全国サミット開催地において予定

しています。 

4． 会員の申込み方法 

正会員、賛助会員（個人、団体（学校・企業）別）に申込書をご用意しております。申込書をホー

ムページからダウンロードしていただき、事務局まで郵送、Fax または E-mail にてお申し込み下さ

い。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000032900/hpg000032826.htm 

事務局：品川区教育委員会事務局 指導課 

〒140-8715 品川区広町2－1－36 

Fax : 03-5742-6892 E-mail : shochu@city.shinagawa.tokyo.jp 

5． 会費の振込み 

以下の指定口座に会員名でお振込み下さい。 

みずほ銀行 品川支店 普通口座 1150556 小中一貫教育全国連絡協議会 

6． 会員申込みの確認 

会費の振込みを確認ししだい、「小中一貫教育全国連絡協議会代表幹事 中島 豊」名での領収書を

お送りさせていただき、会員申込みの確認とさせていただきます。 

なお、会員申込みの確認以降は、小中一貫教育全国連絡協議会の参加団体（者）として各文書等に

お名前を表示させていただくとともに、会員としての連絡事項を通知させていただきます。 

7． 問合せ先 

ご不明の点等がございましたら、事務局までお問い合わせください。 

品川区教育委員会事務局 指導課 

〒140-8715 品川区広町2－1－36 

Tel : 03-5742-6595 / Fax : 03-5742-6892 

E-mail : shochu@city.shinagawa.tokyo.jp 


